
救
急
フ
ェ
ア
２
０
１
５
を
開
催

▼
消
防
署（
89
局
9
7
5
1
番
）

● 

一
人
で
も
多
く
の
命
を
救
う
た
め
に

　

市
で
は
、
9
月
6
日
か
ら

12
日
ま
で
の
救
急
医
療
週
間

に
あ
わ
せ
て
「
救
急
フ
ェ
ア

２
０
１
５
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
救
急
医
療
、
応
急

手
当
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と

認
識
を
深
め
、
皆
さ
ん
の
行
動

で
多
く
の
命
を
救
え
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

の
も
の
で
す
。

日
時　

９
月
６
日
（
日
）
午
前

10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
（
小

雨
決
行
）

会
場　

東
三
河
ふ
る
さ
と
公
園

管
理
棟

内
容　

Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式

除
細
動
器
）
操
作
体
験
、
心
肺

蘇
生
法
、
救
急
車
両
・
消
防
車

両
の
展
示

消防署からのお願い

い
き
い
き
元
気
運
動
教
室

▼
介
護
高
齢
課（
89
局
2
1
0
5
番
）

● 

み
ん
な
で
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　軽いけがや病気などでの救急車の利用が増え
ており、重症患者に対する救急車の到着が遅れ、
助かるはずの命を救えなくなることが心配され
ます。救急車の適正利用に心掛けましょう。
　また、救急車を呼ぶときは、①どこで（住所・付
近の目標）②誰が（氏名・性別・生年月日）③どうした

（事故の種類・けがの程度・意識の有無・持病やか
かりつけの医療機関など）を伝えてください。

期　日 会　場
9 月 15 日～   1 月 26 日の
火曜日（全 15 回） いかまい館

9 月 16 日～   1 月 13 日の
水曜日（全 15 回） ふれあいセンター

9 月 17 日～   1 月   7 日の
木曜日（全 15 回） 御津福祉保健センター

9 月 18 日～ 12 月 25 日の
金曜日（全 15 回） 牛久保公民館

　

体
操
な
ど
を
行
う
こ
と
で
筋

力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
践
す
る

「
い
き
い
き
元
気
運
動
教
室
」

を
開
催
し
ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
の
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上

で
、
左
の
チ
ェ
ッ
ク
表
で
当
て

は
ま
る
項
目
が
3
つ
以
上
あ
る

方

※終了後、3月まで、フォローの会を月1回開催します（牛久保公
　民館は2月まで）
※詳しい日程は、申込時に確認してください

定
員　

各
会
場
10
人（
先
着
順
）

費
用　

無
料

持
ち
物　

上
履
き
、
タ
オ
ル
、

飲
み
物
、
筆
記
用
具

申
込　

8
月
3
日
（
月
）
か
ら
、

電
話
で
、
介
護
高
齢
課
へ　

■□ 階段を上るとき、手すりを使う
■□ 椅子から立ち上がるとき、ひじ掛けな
    どを使う
■□ 15 分ぐらい続けて歩くことが難しい
■□ この１年間に転んだことがある
■□ 転倒に対する不安が大きい

チェック表
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マニフェスト工程計画に対する市長自己評価表
● 将来を担う子どもたちが希望を持てるまちを目指して

⇔企画政策課（89局2126番）

項　　目 実施内容 進ちょく状況に対する自己評価（評点）
指定避難地の見直し
及び避難経路の確立

津波危険区域において、効果的に避難する経路を地元自主防
災会と調整し、避難誘導看板を設置する。

消防署南分署への避難経路となる市道の整備も完了し、工程
計画に沿って進んでいると評価する。 3 点

消防署南分署の建設 消防、救急体制の充実を図るため、平成 24 年度に御津及び
小坂井出張所を廃止し、救急車を配備する分署を建設する。

平成 24 年度に消防署南分署の整備が完了し、救急車の到着
時間の格差是正が図られ、事業の目的が達成された。 5 点

１．やすらぎやうるおいのある安全・安心なまちづくり（評点結果：14.5点）

２．子どもたちの笑顔があふれ、文化のさかんなまちづくり（評点結果：15.6点）
項　　目 実施内容 進ちょく状況に対する自己評価（評点）

桜ヶ丘ミュージアム
の改装 市民ギャラリーや収蔵庫を拡張し、利便性の向上を図る。

国宝や重要文化財を公開する公開承認施設を目指す施設と
して、平成 27 年 1 月にリニューアルオープンした。施策
の 1 つである「文化」の中心施設整備が完了した。

5 点

駅伝大会の誘致及び
民間団体によるリレ
ーマラソンへの支援

陸上競技場を会場とした駅伝大会の開催を検討するとともに、
実施しているリレーマラソンを支援し平成 26 年度から実施
を引き継ぐ。

リレーマラソンについては、豊川ビジョンリサーチのバッ
クアップのもと豊川リレーマラソン実行委員会の設置によ
り運営体制が強化されたとともに、駅伝のまち豊川の目玉
イベントとして定着している。駅伝大会の誘致については、
進展がなく、ハードルが高いと考える。

2 点

　マニフェスト工程計画は、市長のマニフェストにある 48 項目について、事業の実施内容、実施（達成）
時期などを明らかにしたものです。市長が５点満点で自己評価をし、総合評点は 100 点満点中 76.2
点でした。その評価表の中から主な項目を紹介します。

３．生涯を健康で安心して暮らせるまちづくり（評点結果：16.0点）
項　　目 実施内容 進ちょく状況に対する自己評価（評点）

新市民病院の建設及
び救命救急センター
の設置

新市民病院の建設を進め、平成 25 年５月連休明けの開院を
図る。新市民病院開院後、平成 27 年度を目途に救命救急セ
ンターの設置申請を行い、早期開設を図る。

新市民病院については、平成 25 年５月に開院した。救命
救急センターの設置については、工程計画に沿って進んで
いると評価する。

4 点

子ども医療費の中学
生通院完全無料化

中学生の通院に係る医療費のうち保険診療自己負担分の助成
範囲を全額に拡大する。

待望の中学生までの医療費完全無料化を 2 期 6 年目の平成
25 年度に達成した。 5 点

４．都市基盤が整い、にぎわいと活力あふれるまちづくり（評点結果：15.3点）
項　　目 実施内容 進ちょく状況に対する自己評価（評点）

雇用の確保と財政基
盤強化に向けた工業
用地の開発

大木地区での工業用地開発は、愛知県企業庁と連携を図り、
平成 26 年度末に分譲する。また、新たな工業用地を確保す
るための調査研究を進める。

大木地区工業用地については、平成 26 年度に全 6 区画の
企業への引渡しが完了し、雇用の創出及び税収の確保につ
ながると評価する。また、新規工業用地については、工程
計画に沿って進んでいると評価する。

4 点

豊川海軍工廠跡地に
平和公園整備 平和公園の整備を進める。

名古屋大学との用地交渉も前進しており、公園部分の実施
計画に入るなど、平成 28 年度の工事着手に向けて順調に
進んでいると評価する。

3 点

５．あらたな行政改革と住民との協働のまちづくり（評点結果：14.8点）
項　　目 実施内容 進ちょく状況に対する自己評価（評点）

経営的視点を取り入
れたあらたな行政改
革の推進

改革の方向性を示す行政経営改革ビジョンに基づきビジョン
の具体的な推進計画を策定し、行政改革の推進を図る。 工程計画に沿って進んでいると評価する。 3 点

少数精鋭計画の着実
な実行

少数精鋭計画（平成 23 年６月策定）に基づき、行政需要に
あわせた適正化（目標値を平成 27 年度で 119 人減（平成
22 年度比較））と人材育成基本方針のブラッシュアップを図
る。（２期目平成 24 年度から平成 27 年度では 90 人削減）

２期目の削減目標 90 人に対して、削減数は 50 人にとど
まったが、１期目からの削減数は 187 人に達し、現在の行
政需要を勘案すると、適正な削減数と評価する。

3 点

■５つのまちづくりの総合評点：76.2点／100点（対前年度＋2.2点）

評点の配点方法
● 評点は、マニフェスト事業の達成度に出来栄えを加味して、各項目５点満点評価の数値を使っています。
● ５つのまちづくりの総合評点は、それぞれ 20 点満点とし、合計 100 点満点としています。
● 評点結果は、まちづくりごとに各項目の合計値を算出し、その数値を 20 点満点に置き換えた評点です。
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総合防災訓練を実施
⇔防災対策課（89局２１９４番）

● 防災に対する意識を深めて災害に備えましょう

みんなに会えるのを楽しみに
しとるでね～。お昼から夜まで、
いなり楽市を満喫してね～。

緊急用ホームページの
テスト配信
秘書課（89局2121番）

　総合防災訓練にあわせ
て、市ホームページを緊急
用のページに切り替えます
ので、ご承知おきください。

　

市
で
は
、
防
災
意
識
の
高

揚
、
知
識
・
技
能
の
向
上
、
関

係
機
関
の
相
互
連
携
を
目
的

と
し
て
、
総
合
防
災
訓
練
を

実
施
し
ま
す
。

日
時　

8
月
30
日
（
日
）
午

前
8
時
30
分
か
ら
11
時
ま
で

会
場　

自
衛
隊
グ
ラ
ウ
ン
ド

他内
容　

自
主
防
災
会
に
よ
る

初
期
消
火
・
応
急
救
護
・
避
難

所
開
設
訓
練
、
陸
上
自
衛
隊
・

警
察
・
消
防
に
よ
る
救
出
救

助
・
通
信
訓
練
な
ど

そ
の
他　

当
日
は
、
訓
練
開
始

時
に
同
報
系
防
災
行
政
無
線

の
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
。

ま
た
、
会
場
内
に
と
よ
か
わ

安
心
メ
ー
ル
の
登
録
ブ
ー
ス

を
設
置
し
ま
す

い
な
り
楽
市
を
開
催

▼
い
な
り
楽
市
実
行
委
員
会（
0
9
0
ー
4
1
9
3
ー
0
4
4
1
）

● 
記
念
す
べ
き
1
0
0
回
を
達
成

　

い
な
り
楽
市
は
、
今
回
で

1
0
0
回
目
の
開
催
と
な
り

ま
す
。
通
常
開
催
よ
り
も
時
間

を
大
幅
に
拡
大
し
、
お
な
じ
み

の
元
気
軒
下
市
、
大
道
芸
、
保

育
園
児
ぬ
り
絵
展
な
ど
に
加
え

て
、
1
0
0
回
記
念
の
目
玉

企
画
も
行
い
ま
す
。

日
時　

8
月
30
日
（
日
）
の
午

後
1
時
か
ら
9
時
ま
で

会
場　

豊
川
稲
荷
表
参
道
他

そ
の
他　

豊
川
手
し
ご
と
市
の

出
店
者
も
募
集
中

■
目
玉
企
画

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー　
　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
楽
し
さ
を
伝

え
る
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
を
招

き
、
プ
ロ
が
焼
く
お
肉
を
味
わ

い
ま
す

き
つ
ね
祭
り
　
京
都
を
拠
点
に

活
動
す
る
ア
ー
ト
ユ
ニ
ッ
ト
が

キ
ツ
ネ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ

な
ど
を
展
示
・
販
売
し
ま
す

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス　

東
部
中
学

校
吹
奏
楽
部
の
演
奏
や
豊
川
高

校
ダ
ン
ス
部
の
ダ
ン
ス
で
会
場

を
盛
り
上
げ
ま
す

豊川稲荷界隈商店街
イメージキャラクター

狐
こ

娘
こ

ちゃん
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区　分 内　　容 医療分料率 支援金分料率 介護分料率

所得割額 平成 26 年中所得から 33 万円
を差し引いて右の率を掛けた額 100 分の 6.5 100 分の 2.0 100 分の 1.7

被保険者
均等割額 被保険者 1 人当たり 27,200 円 8,500 円 9,500 円

世 帯 別
平等割額 1 世帯当たり 21,300 円 6,600 円 5,200 円

平成 27 年度の国民健康保険料率

※介護分保険料は､ 40 歳以上 65 歳未満の方（介護保険第 2 号被保険者）だけに掛かります。

本
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

● 
保
険
料
率
な
ど
が
決
定

▼
保
険
年
金
課（
８９
局
２
１
１
８
番
）

　

国
民
健
康
保
険
料
は
、
①
所

得
割
額
（
被
保
険
者
の
前
年
所

得
に
応
じ
て
計
算
）
②
被
保
険

者
均
等
割
額
（
被
保
険
者
１
人

当
た
り
で
計
算
）
③
世
帯
別
平

等
割
額
（
１
世
帯
当
た
り
で
計

算
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
医

療
分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
、
介
護
分
の
３
つ
の
保
険
料

率
で
計
算
し
た
合
計
額
と
な
り

ま
す
。

　

平
成
27
年
度
の
保
険
料
率
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
保

険
料
率
に
よ
り
、
年
間
保
険
料

を
本
算
定
と
し
て
計
算
し
ま

す
。
た
だ
し
、賦
課
限
度
額（
年

額
）
は
、
医
療
分
保
険
料
が

52
万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
保
険
料
が
17
万
円
、
介
護
分

保
険
料
が
16
万
円
で
す
。

　

普
通
徴
収
の
方
は
、
年
間
保

険
料
か
ら
、
仮
決
定
に
よ
る
第

１
・
２
期
分
を
差
し
引
い
た
金

額
を
、
第
３
期
以
降
の
６
回
に

分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
方
は
、
年
間
保
険
料
か
ら
、

仮
決
定
に
よ
る
４
月
・
６
月
・

８
月
分
を
差
し
引
い
た
金
額

を
、
10
月
・
12
月
・
２
月
の
３

回
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

な
お
、
特
別
徴
収
の
対
象
者

は
、
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
以

上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
、
被
保

険
者
で
あ
る
世
帯
主
が
、
原
則

と
し
て
年
間
18
万
円
以
上
の
老

齢
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

お
り
、
国
民
健
康
保
険
料
と
介

護
保
険
料
の
合
計
額
が
老
齢
基

礎
年
金
な
ど
の
年
金
受
給
額
の

２
分
の
１
を
超
え
な
い
方
で
す

（
平
成
27
年
度
中
に
65
歳
、
ま

た
は
75
歳
に
到
達
す
る
方
を
除

き
ま
す
）。
た
だ
し
、
口
座
振

替
で
国
民
健
康
保
険
料
を
納
め

て
お
り
、
未
納
の
な
い
方
は
、

口
座
振
替
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

　

本
算
定
の
国
民
健
康
保
険
料

は
、８
月
中
旬
に
郵
送
す
る「
平

成
27
年
度
納
入
通
知
書
」
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
減
免
制
度
（
申
請
必
要
）

　

平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、

世
帯
主
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
世
帯
は
、
国
民
健
康
保

険
料
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

対
象　

①
20
歳
未
満
の
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
母
子
・
父
子
・

寡
婦
世
帯
で
、
世
帯
の
合
計
所

得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の

世
帯
②
世
帯
主
が
身
体
障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
お
り
、
世
帯
の
合
計
所
得

金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
世

帯申
請　

①
に
該
当
す
る
世
帯

は
、「
平
成
27
年
度
納
入
通
知

書
」と
母
子
医
療
受
給
者
証
を
、

②
に
該
当
す
る
世
帯
は
、「
平

成
27
年
度
納
入
通
知
書
」
と
該

当
の
手
帳
を
持
参
の
上
、直
接
、

保
険
年
金
課
（
本
庁
舎
１
階
）

へ■
特
定
世
帯
と
特
定
継
続
世
帯

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
し
た
方

が
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
世

帯
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

が
1
人
と
な
っ
た
世
帯
を
「
特

定
世
帯
」
と
い
い
ま
す
。
特
定

世
帯
に
な
っ
た
月
か
ら
5
年
を

経
過
す
る
月
の
属
す
る
年
度
ま

で
、
国
民
健
康
保
険
料
の
医
療

分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の

平
等
割
額
を
2
分
の
1
軽
減
し

て
算
出
し
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
世
帯
と
な
っ
て

か
ら
5
年
を
経
過
す
る
月
の
属

す
る
年
度
以
降
も
引
き
続
き
国

民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
分
か
れ
て
い
る
世
帯

を
「
特
定
継
続
世
帯
」
と
し
て
、

国
民
健
康
保
険
料
の
医
療
分
と

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の
平
等

割
額
を
4
分
の
1
軽
減
し
て
算

出
し
ま
す
。
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